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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板の上にラミネート用の樹脂フィルムが載置されたワークを、搬送用フィルムの
間に挟んで搬送する基板搬送手段を有するワーク搬送工程と、ワークを減圧状態で一対の
押圧体の間に挟んで加圧し上記樹脂フィルムを回路基板表面に密着させる真空一体化手段
、および、上記一対の押圧体の間の空間を減圧するための真空源を含む減圧手段を有する
真空積層工程とを備え、
　上記真空積層工程における真空源と真空一体化手段との間に、上記真空源が吸引する空
気の流量を調節する減圧速度制御手段が介在配置され、上記減圧手段によるワーク周囲の
空間の真空引きの速度が調節可能になっており、
　上記減圧速度制御手段が、ピストンロッドを有するエアーシリンダと、このエアーシリ
ンダのピストンロッドの往復動に連動して上記真空源による真空引きの作動を開と閉との
間で切り替える開閉弁と、上記エアーシリンダに供給される作動流体の流量を調節する流
量調整弁とを有しており、上記開閉弁の開閉が所定の時間をかけて定速で行われるように
なっており、真空引きの時間の経過とともに上記開閉弁の開度が大きくなり、上記開閉弁
を通過する空気の流量が多くなることを特徴とする真空積層方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路基板と、基板間の絶縁に用いられる樹脂フィルムとを精密に積層するこ
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とのできる真空積層方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器の小型化、高性能化に伴い、これらに搭載される電子回路基板には、多層化し
た高密度タイプのプリント回路基板（いわゆる「ビルドアップ基板」）が、多用されるよ
うになってきている。このビルドアップ基板は、表面に配線等の凹凸を有する基板と、絶
縁層としての樹脂フィルムとを、交互に多段に積層（ラミネート）して形成されるもので
、その製造には積層装置が用いられる。
【０００３】
　この積層装置は、回路基板の上にラミネート用の樹脂フィルムが載置（仮止め）された
枚葉状のワーク（仮積層体）を、搬送用フィルム繰出し機から繰り出した上下一対の搬送
用フィルムにより上下から挟み込んだ状態で、工程連続方向に断続的に搬送するものであ
る。そして、その過程で、真空ラミネータまたは真空積層装置等の真空一体化手段により
、ワークにおける回路基板とラミネート用樹脂フィルムとを一体化するとともに、そのフ
ィルム表面を平坦化した後に、ワークを冷却する（特許文献１～３を参照）。
【０００４】
　上記構成のようなビルドアップ基板（ビルドアップ工法）用の積層装置に関し、本出願
人は、特許文献２において、積層装置の真空一体化手段として、風船のように膨らむ可撓
性シートにより、ラミネート用フィルムを回路基板に押し付けて積層する、ダイヤフラム
式の真空ラミネータ（図示せず）を用いた真空積層方法を開示している。
【０００５】
　このダイヤフラム式の真空ラミネータは、可撓性シートを付設した上側のプレートと下
側のプレートとの間に、減圧空間（真空部）を形成するための真空枠が設けられており、
これらが接近・嵌合して形成された上下のプレート間の真空部内を減圧した状態で、上記
可撓性シートを背面への加圧等により膨らませることにより、上記ラミネート用フィルム
を基板に強く押し付け、これらフィルムと基板との間にマイクロボイド等を発生させずに
積層できるようになっている。
【０００６】
　また、本出願人は、特許文献３において、積層装置の真空一体化手段に、その表面に弾
性プレス板（耐熱性ゴム等）が配設された上下のプレート（プレスプレート）を備える真
空積層装置を用いることにより、被積層材（回路基板）表面の凹凸（配線）が深い（４０
μｍ以上）場合でも、被積層材と積層材（樹脂フィルム）との間に気泡を生じることなく
、積層材を被積層材にぴったりと密着追従させることができる真空積層方法（加圧ラミネ
ーション）を提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１２０１００号公報
【特許文献２】特開２００３－２９１１６８号公報
【特許文献３】特開２００８－１２９１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、上記のような真空積層方法において、出来上がった製品（積層体）の厚みが
突然ばらついたり、真空積層工程から次工程（平面プレス工程等）へのワークの搬送が不
規則に乱れたりといった不具合が、発生する場合があった。そこで、発明者らがその原因
を追究したところ、これらの不具合は、上記真空積層工程の真空一体化手段において密封
契合された減圧用の空間（真空部）を減圧する際に、この減圧用空間内で発生する気流に
よって、ワークが基板搬送手段（搬送用フィルム）の間で滑るように移動してしまうこと
により発生していることが判明した。
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【０００９】
　すなわち、真空積層工程の減圧用空間内では、ワーク（仮積層体）は前記搬送用フィル
ムに挟持されて一時的に空中に懸架された状態になっているが、この時、ワークは固定さ
れておらず、上記搬送用フィルム間でまだ自由に動ける状態である。そのため、この減圧
用空間内の空気を排出する際に生じる気流（風）が激しい場合、この気流により、ＰＥＴ
製等からなる搬送用フィルムに挟持されたワークが位置ずれを起こしてしまう現象が観察
された。そして、これが、上記ワークの真空積層工程から次工程への搬送の乱れや、製品
（積層体）の厚みのばらつき等の不具合の原因となっていることを、発明者らは突き止め
た。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑みなされたもので、真空一体化手段の減圧用空間内を排
気する際も、基板搬送手段によりその中を通過する基板に、排気の気流に起因する位置ず
れが発生せず、積層体を安定して製造することのできる真空積層方法の提供をその目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するため、本発明は、回路基板の上にラミネート用の樹脂フィルムが
載置されたワークを、搬送用フィルムの間に挟んで搬送する基板搬送手段を有するワーク
搬送工程と、ワークを減圧状態で一対の押圧体の間に挟んで加圧し上記樹脂フィルムを回
路基板表面に密着させる真空一体化手段、および、上記一対の押圧体の間の空間を減圧す
るための真空源を含む減圧手段を有する真空積層工程とを備え、上記真空積層工程におけ
る真空源と真空一体化手段との間に、上記真空源が吸引する空気の流量を調節する減圧速
度制御手段が介在配置され、上記減圧手段によるワーク周囲の空間の真空引きの速度が調
節可能になっている真空積層方法を第１の要旨とする。
【００１２】
　また、本発明は、そのなかでも、上記減圧速度制御手段が、ピストンロッドを有するエ
アーシリンダと、このエアーシリンダのピストンロッドの往復動に連動して上記真空源に
よる真空引きの作動を開と閉との間で切り替える開閉弁と、上記エアーシリンダに供給さ
れる作動流体の流量を調節する流量調整弁とからなり、上記開閉弁の開閉が、所定の時間
をかけて定速で行われるようになっている真空積層方法を第２の要旨とする。
【００１３】
　すなわち、本発明の発明者らは、前記課題を解決するために工夫を重ね、その結果、真
空積層方法の真空積層工程において、積層前の減圧用空間の排気の際に、その中の空気を
一気に排気するのではなく、これを調節しながらゆっくり真空度を上げてゆくことにより
、空中懸架状態のワーク搬送用フィルムにも振動等を発生させずに、安定してワークを搬
送可能なことを見出し、本発明に到達した。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の真空積層方法は、ワークを搬送用フィルムの間に挟んで搬送するワーク搬送工
程と、ワークを減圧状態で一対の押圧体の間に挟んで加圧し上記樹脂フィルムを回路基板
表面に密着させる真空一体化手段、および、上記一対の押圧体の間の空間を減圧するため
の真空源を含む減圧手段を有する真空積層工程と、ワークの表面を平坦化する平面プレス
工程とを備え、上記真空積層工程における真空源と真空一体化手段との間に、上記真空源
が吸引する空気の流量を調節する減圧速度制御手段が介在配置されている。
【００１５】
　これにより、真空積層時の真空引き（真空度の上昇）をゆっくりと行うことが可能にな
り、減圧用空間（一対の押圧体の間の真空部）に上記真空引きに伴う激しい気流（風）が
発生するのを防止することができる。しかも、上記減圧速度制御手段は、上記減圧手段に
よるワーク周囲の空間の真空引きを、始めはゆっくりと低速（最少流量）で行い、その後
に徐々に流量を上げて高速で行うようにすることができる。したがって、この真空積層方
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法は、上記真空引き初期の流量の制限による「真空引き完了までのタイムロス」を極小に
して、装置のタクトタイムの増大および生産効率の低下を最小に抑えることができる。
【００１６】
　また、本発明の真空積層方法において、上記減圧速度制御手段が、ピストンロッドを有
するエアーシリンダと、このエアーシリンダのピストンロッドの往復動に連動して上記真
空源による真空引きの作動を開と閉（ＯＮとＯＦＦ）との間で切り替える開閉弁と、上記
エアーシリンダに供給される作動流体の流量を調節する流量調整弁とからなり、上記開閉
弁の開閉が、所定の時間をかけて定速で行われるようになっている場合は、真空引きの圧
力を測定（フィードバック）しながら制御するような複雑なシステム等を導入することな
く、上記エアーシリンダ用の流量調整弁（いわゆる「スピードコントローラ」またはチェ
ック弁付き流量調整弁）の調節だけで、真空引きの速度を調節する上記開閉弁の開閉が所
定の時間をかけて定速でゆっくり行われるように、シンプルに制御することが可能になる
。これにより、大掛かりな制御装置に頼ることなく、最小限の設備投資で、上記真空積層
工程の減圧速度制御を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態の真空積層方法に用いる積層装置の概略構成図である。
【図２】真空積層工程（工程Ｂ）におけるワーク搬入過程を説明する図である。
【図３】真空積層工程におけるフィルム－基板一体化過程を説明する図である。
【図４】真空積層工程におけるワーク搬出過程を説明する図である。
【図５】（ａ）はエアーシリンダと開閉弁とからなる減圧速度制御手段の概略構成図であ
り、（ｂ），（ｃ）はそれぞれ上記開閉弁の動作状態を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　つぎに、本発明の実施の形態を、図面にもとづいて詳しく説明する。ただし、本発明は
、以下の実施の形態に限定されるものではない。
【００１９】
　図１は、本発明の実施形態の真空積層方法に用いる積層装置の構成を説明する構成図で
あり、図２は、図１の真空積層工程（工程Ｂ：真空一体化手段）部分を拡大した拡大図で
ある。
【００２０】
　図１に示す積層装置は、表面に配線等の凹凸を有する基板と、絶縁層としての樹脂フィ
ルムとを、交互に多段に積層（ラミネート）するビルドアップ工法等に用いられる積層装
置であり、工程の両端（工程始点である図示右側と工程終点である図示左側）には、上下
に位置する搬送用フィルム繰出し機１０，１０’および搬送用フィルム巻取り機４０，４
０’と、基板搬送中の搬送用フィルムＦ，Ｆ’（ＰＥＴ製等）を工程各所で支承する複数
のローラーとからなるワーク搬送工程Ａ，Ａ’（図中一点鎖線で表示。以下同じ。）が構
築されている。
【００２１】
　また、上記ワーク搬送工程（Ａ→Ａ’）の途中には、搬送用フィルムＦ，Ｆ’により上
下から挟み込まれた状態で搬送された枚葉状のワークＷ（仮積層体：回路基板の上にラミ
ネート用の樹脂フィルムが仮止めされたもの）を、減圧状態で上下のプレート２１，２１
’の間に挟み込んでフィルムを基板に密着させる真空一体化装置２０を備える真空積層工
程Ｂと、上記積層後のワークＷを上下のプレスブロック３１，３１’間で押圧してラミネ
ートフィルムの表面を平坦化させ、積層体（ワークＷ）全体を均一厚みとする平面プレス
装置３０を備える平面プレス工程Ｃと、上記平面プレス後のワークＷを冷却するためのフ
ァン４２，４２’を有するワーク冷却工程Ｄと、が配設されている。
【００２２】
　さらに、この実施形態の真空積層方法は、上記真空積層工程Ｂにおいて、この真空一体
化装置２０の下側のプレート２１’を上昇させた際に上下のプレート２１，２１’間に形
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成される減圧空間（図３参照）を減圧するための真空源（真空ポンプＰ等）と、上記減圧
空間の内部に連通する排気用開口部２５との間に、図５（ａ）に示すような、上記真空源
が吸引する空気の流量を調節する開閉弁５１，エアーシリンダ５２，スピードコントロー
ラ５３等からなる減圧速度制御手段５０が介在配置されている。これが、本発明の真空積
層方法の最大の特徴である。
【００２３】
　上記真空積層方法の過程について説明すると、まず、ワーク搬送工程Ａ，Ａ’は、工程
の始点に位置する上下の搬送用フィルム繰出し機１０，１０’、および、工程にワークＷ
を搬入するための搬入用コンベア部１１と、工程の終点に配置された搬送用フィルム巻取
り機４０，４０’、および、工程からワークＷを搬出するための搬出用コンベア部４１と
、基板（ワークＷ）搬送中の搬送用フィルムＦ，Ｆ’を工程各所で支承する複数のガイド
ローラー等と、を備えている。
【００２４】
　そして、搬入用コンベア部１１から所定間隔で工程に供給された枚葉状のワークＷ（回
路基板の上にラミネート用の樹脂フィルムを載置・仮止めしたもの）は、各搬送用フィル
ム繰出し機１０，１０’から繰り出された上下の搬送用フィルムＦ，Ｆ’の間に、所定の
間隔で断続的に（間欠的に）挟み込まれ、これら搬送用フィルムＦ，Ｆ’の流れ（走行）
と同期した状態で、上記各ガイドローラーに案内されながら、真空一体化装置２０の上下
のプレート２１，２１’の間、および、平面プレス装置３０の上下のプレスブロック３１
，３１’の間と、ワーク冷却工程Ｄとを経由した後、上下の搬送用フィルムＦ，Ｆ’が離
型される。
【００２５】
　ワークＷから離型した上下の搬送用フィルムＦ，Ｆ’は、それぞれ、搬送用フィルム巻
取り機４０，４０’に巻き取られ、再利用等に供される。また、搬送用フィルムＦ，Ｆ’
から離型したワークＷは、工程終端（図示左側）の搬出用コンベア部４１から搬出される
ようになっている。
【００２６】
　つぎに、本実施形態における真空積層方法の要部である、真空一体化装置２０を備える
真空積層工程Ｂは、前記搬送用フィルムＦ，Ｆ’により搬送されてきたワークＷ（仮積層
状態）を、減圧真空状態で加熱加圧して、ラミネートフィルムを回路基板に密着させる過
程である。
【００２７】
　上記真空一体化装置２０は、図２～図４のように、プレス台２７（安定台座）に立設さ
れた複数本（図面では四隅４本のうち２本しか図示せず）の支柱２８と、これら各支柱２
８にボルト，ナット等の固定手段で固定された上側のプレスプレート２１と、上記各支柱
２８に上下移動（昇降）可能に取り付けられた下側のプレスプレート２１’とを備えてい
る。
【００２８】
　また、上下のプレート２１，２１’の内側（プレス側）には、断熱材（図示省略）を介
して、ヒーターを内蔵する熱盤２２，２２’が取り付けられており、そのさらに内側（プ
レス側）に、耐熱性ゴム等からなる弾性プレス板２３，２３’が配設されている。さらに
、上記上下のプレート２１，２１’および熱盤２２，２２’の周囲には、各プレート２１
，２１’と一体になって相対移動する真空枠２４，２４’（可動真空枠）が配置されてお
り、下側のプレート２１’が所定位置まで上昇した際に、これら上下のプレート２１，２
１’間に、減圧可能な密封空間が形成されるようになっている。
【００２９】
　そして、この真空一体化装置２０を用いた真空積層工程Ｂは、まず、図２に示すように
、基板搬送手段（搬送用フィルムＦ，Ｆ’）により上下から挟み込まれた状態のワークＷ
を、この搬送用フィルムＦ，Ｆ’の水平移動（走行）に伴って、上下のプレスプレート２
１，２１’間まで移動させ、このワークＷを所定位置に位置決めする。
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【００３０】
　ついで、図３に示すように、下側のプレスプレート２１’を上昇させ、上下の真空枠２
４，２４’を係合（嵌合）させることにより、このワークＷの周囲に、密封契合された減
圧用の空間（真空部）を形成する。そして、別途配設した真空ポンプＰ等の真空源を作動
させ、真空枠２４，２４’や上側のプレスプレート２１を穿孔する等して複数設けられた
排気用開口部２５を通じて、上記減圧用空間内の空気を排気し、この減圧用空間内（ワー
クＷの周囲）を所定の圧力（通常２００Ｐａ以下、好ましくは１００Ｐａ以下）まで減圧
する。
【００３１】
　この時、従来の真空積層方法であれば、上記減圧用空間内の空気の排気が一気に進行す
るため、減圧用空間内に生じる激しい気流（風）によって、空中懸架状態の搬送用フィル
ムＦ，Ｆ’間に挟まれたワークＷが、滑るように位置ずれを起こす場合があった。しかし
ながら、本実施形態の真空積層方法においては、上記真空ポンプＰと上記真空一体化装置
２０の排気用開口部２５との間に配設された減圧速度制御手段５０〔図５（ａ）参照〕に
より、減圧初期（真空引き開始時）の排気の流量が制限されているため、減圧用空間内に
生じる気流も穏やかで、搬送用フィルムＦ，Ｆ’間に挟まれたワークＷにまで影響を及ぼ
すことがない。したがって、本発明の真空積層方法は、減圧時に発生するワークＷの位置
ずれが、未然に防止されている。
【００３２】
　上記減圧速度制御手段５０の構成について、より詳しく説明すると、先にも述べたよう
に、この減圧速度制御手段５０は、図５（ａ）に示すように、開閉弁５１と、エアーシリ
ンダ５２と、スピードコントローラ５３〔エアーシリンダ５２の吸気（イン）ポート側５
３Ａ，排気（アウト）ポート側５３Ｂ〕とで構成されている。
【００３３】
　上記開閉弁５１は、前記真空一体化装置２０の排気用開口部２５（図示下方）に繋がる
吸引側開口部５１ｂと真空源（図示左方）に繋がる排気側開口部５１ｃとを有するハウジ
ング５１ａと、このハウジング５１ａの内部に配置され、後記のエアーシリンダ５２のピ
ストンロッド５２ｃの一方の端部に取り付けられて、ピストンロッド５２ｃの往復動によ
り上記真空源側の排気側開口部５１ｃを密閉する弁部材５１ｄと、からなる。
【００３４】
　また、上記エアーシリンダ５２は、筒状のシリンダ５２ａと、このシリンダ５２ａ内を
往復するピストン５２ｂと、シリンダ５２ａの両端から突出するピストンロッド５２ｃと
から構成されている、両ロッドタイプのエアーシリンダである。
【００３５】
　そして、上記エアーシリンダ５２の作動流体（高圧空気）のインポートとアウトポート
には、それぞれ、メーターアウト形のスピードコントローラ（チェック弁付き流量調整弁
）５３Ａと５３Ｂが配設されており、このシリンダ５２ａ内から排出される作動流体の時
間あたりの空気量（流量）を制限することによって、上記ピストン５２ｂおよびピストン
ロッド５２ｃの動作速度を制御している（メーターアウト制御）。
【００３６】
　以上の構成により、減圧速度制御手段５０は、動作の初期（真空引きの始まり）の段階
においては、図５（ｂ）のように、開閉弁５１の弁（弁部材５１ｄ）の開度が低いため、
真空一体化装置２０の減圧空間（真空部）の空気は、真空源に少量ずつゆっくり吸引され
、この減圧用空間内に激しい気流（風）が生じることが抑制されている。そして、時間の
経過とともに減圧用空間内の圧力（気圧）がある程度低下すると同時に、図５（ｃ）のよ
うに、上記開閉弁５１の弁（弁部材５１ｄ）の開度も次第に大きくなり、この開閉弁５１
を通過する空気の流量が多く（真空引きの抵抗が小さく）なって、素早く目標の減圧状態
（好ましくは１００Ｐａ以下）に到達することができる。
【００３７】
　したがって、上記減圧速度制御手段５０は、減圧空間内において問題となる、真空引き
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による風の発生を防止しながら、工程上のロスとなる真空引き時間（真空引き開始から完
了までにかかる時間）の増加を最小限に抑えることができる。
【００３８】
　なお、上記スピードコントローラ５３を用いたエアーシリンダ５２の動作速度の制御と
しては、シリンダ５２ａ内に供給される作動流体の流量を制限して、ピストン５２ｂおよ
びピストンロッド５２ｃの動作速度を制御するメーターイン制御としてもよく、エアーシ
リンダに代えて、油圧シリンダ等を使用してもよい。
【００３９】
　また、上記真空一体化装置２０の減圧速度制御手段５０としては、上記開閉弁５１，エ
アーシリンダ５２，スピードコントローラ５３の組み合わせの他に、例えば、単純な一方
向絞り弁や、チェック弁付きの流量制御弁を使用することもできる（ただし、これらの弁
単体での使用は、真空引き時間の増大を招く。）。
【００４０】
　さらに、上記構成の減圧速度制御手段５０に代えて、圧力および流量を電気的に制御で
きる電空レギュレータや電磁ソレノイド、あるいはサーボモータやステッピングモータ等
を用いた電動シリンダ（電動アクチュエータ）を使用してもよい。これらの圧力（流量）
可変機構を用いても、本実施形態の減圧速度制御手段５０と同等の効果を奏することがで
きる。
【００４１】
　ついで、上下のプレスプレート２１，２１’間の真空部の圧力が、所定の圧力（通常２
００Ｐａ以下）に到達したら、図３のように、油圧シリンダ２６を作動させ、下側のプレ
スプレート２１’を上昇させて、上下のプレスプレート２１，２１’間で、ワークＷ（仮
積層体）を挟圧して加熱（約３０～１８５℃）・加圧（約０．１～２ＭＰａ）し、基板の
表面にラミネート用フィルムを貼り合わせて、積層体を作製する。
【００４２】
　そして、所定時間経過後、上記減圧用空間（真空部）の減圧を開放して大気圧に戻し、
図４のように下側のプレスプレート２１’を下降させて、上記積層体（ワークＷ）を、搬
送用フィルムＦ，Ｆ’の走行により、次工程である平面プレス工程Ｃに向けて搬出する。
【００４３】
　つぎに、平面プレス工程Ｃを構成する平面プレス装置３０は、図１に示すように、基本
的な構成は、前記真空一体化装置２０（図２参照）と同様であり、プレス台３７に立設さ
れた複数本（図１では四隅４本のうち２本しか図示せず）の支柱３８と、これら各支柱３
８にボルト，ナット等の固定手段で固定された上側のプレスブロック３１と、上記各支柱
３８に上下移動（昇降）可能に取り付けられた下側のプレスブロック３１’とを備える。
【００４４】
　また、上下のプレスブロック３１，３１’の内側（プレス側）には、断熱材（図示省略
）を介してヒーターを内蔵する熱盤３２，３２’が取り付けられており、そのさらに内側
（プレス側）に、緩衝材３３，３３’を介してフレキシブル金属板３４，３４’が配設さ
れている。
【００４５】
　上記平面プレス装置３０を有する平面プレス工程Ｃにおいて、前記真空積層工程Ｂを経
たワークＷは、搬送用フィルムＦ，Ｆ’の走行により上下のプレスブロック３１，３１’
の間の所定位置に位置決めされる。ついで、油圧シリンダ３６を作動させて下側のプレス
ブロック３１’を上昇させ、上下のフレキシブル金属板３４，３４’でワークＷを挟圧す
るようにして加熱（約３０～２００℃）・加圧（約０．１～２ＭＰａ）し、ワークＷの表
面（ラミネートフィルム側）を平滑にする。
【００４６】
　なお、上記平面プレス装置３０に、前記真空一体化装置２０と同様の、上下のプレスブ
ロック３１，３１’の間に減圧空間（真空部）を形成するための真空枠を配設し、ワーク
Ｗの周囲を減圧雰囲気（通常２００Ｐａ以下）として、平面プレスを行ってもよい。この
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場合も、平面プレス装置３０とその減圧空間を減圧する真空源との間に、前記真空一体化
装置２０と同様の減圧速度制御手段５０（図５参照）を配設し、減圧時に発生する気流に
起因するワークＷの位置ずれを防止するようにしてもよい。
【００４７】
　つぎに、前記平面プレス後のワークＷを冷却するワーク冷却工程Ｄは、図１のように、
搬送用フィルムＦ，Ｆ’の上下にファン４２，４２’が配設されたもので、これら搬送用
フィルムＦ，Ｆ’に挟まれた状態で平面プレス装置３０から搬送されてきたワークＷに対
して、上下方向から空気（冷風）を吹き付けることにより、このワークＷを冷却する。
【００４８】
　最後に、冷却されたワークＷは、その表裏面（上下面）から搬送用フィルムＦ，Ｆ’が
剥離され、単体となったワークＷが、搬出用コンベア部４１によって工程から搬出される
。また、ワークＷから離型した上下の搬送用フィルムＦ，Ｆ’は、それぞれ、搬送用フィ
ルム巻取り機４０，４０’に巻き取られて、次回の製造等に再利用される。
【００４９】
　なお、上記実施形態では、真空一体化装置２０の次工程に平面プレス装置３０を有する
積層装置を例示したが、上記平面プレス装置３０がない構成や、他の機能を有する装置が
配設された積層装置もある。本発明は、これら他の構成の積層装置にも等しく適用するこ
とが可能である。
【００５０】
〔実施例〕
　つぎに、前記真空一体化装置２０（図２参照）と真空源（真空ポンプＰ）との間に介在
配置された減圧速度制御手段５０（図５参照）の効果を確認するために行った、確認試験
の結果について説明する。
【００５１】
　積層装置として、フィルムを用いた搬送工程と加圧式真空ラミネータおよび高精度平面
プレス装置、冷却システム等を一体化した、２ステージビルドアップラミネーター　ＣＶ
Ｐ６００（ニッコー・マテリアルズ社製）を用いた。
【００５２】
　また、減圧速度制御手段としては、図５に示すような形状の開閉弁５１に、エアーシリ
ンダとして、薄型シリンダ（内径４０ｍｍφ　ストローク１００ｍｍ）を、スピードコン
トローラとして、低速制御用スピードコントローラ（メーターアウト形のチェック弁付き
絞り弁）を組み合わせて使用した。なお、スピードコントローラは、ニードル回転数（ニ
ードル弁の開度）に対応して、流量がパラレル（一次関数的）に増加するタイプのもので
ある。
【００５３】
　そして、上記構成の減圧速度制御手段を使用せず、真空ポンプＰ直結で、真空一体化装
置２０の排気用開口部２５（図３参照）から直接真空引きを行う場合を「比較例」（従来
例）とするとともに、上記減圧速度制御手段を使用して、真空引き初期の排気量を制限し
た場合を「実施例」として、比較を行った。
【００５４】
［真空引きにかかる時間の確認］
　真空引きの流路上に、減圧速度制御手段を介在させた場合と介在させない場合とで、真
空引き開始（大気圧）から、本実施形態で好ましいとした真空度（１００Ｐａ以下）に到
達するまでの時間（秒）を比較した。
【００５５】
＜実施例１＞
　真空引きの流路上に減圧速度制御手段を介在させ、前記スピードコントローラのニード
ル回転数（ニードル弁の開度）を「１」として、上記真空ポンプＰを用いて減圧空間が１
００Ｐａ以下に到達するまでゆっくり減圧を行ったところ、減圧に要した時間は１７．９
秒であった。なお、搬送用フィルムＦ，Ｆ’に振動は観察されなかった。
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【００５６】
＜実施例２＞
　真空引きの流路上に減圧速度制御手段を介在させ、前記スピードコントローラのニード
ル回転数（ニードル弁の開度）を「１．２５」として、上記と同様に減圧空間が１００Ｐ
ａ以下に到達するまでゆっくり減圧を行ったところ、減圧に要した時間は１６．４秒であ
った。なお、搬送用フィルムＦ，Ｆ’に振動は観察されなかった。
【００５７】
＜実施例３＞
　真空引きの流路上に減圧速度制御手段を介在させ、前記スピードコントローラのニード
ル回転数（ニードル弁の開度）を「１．５」として、上記と同様に減圧空間が１００Ｐａ
以下に到達するまでゆっくり減圧を行ったところ、減圧に要した時間は１５．５秒であっ
た。なお、搬送用フィルムＦ，Ｆ’に振動は観察されなかった。
【００５８】
＜実施例４＞
　真空引きの流路上に減圧速度制御手段を介在させ、前記スピードコントローラのニード
ル回転数（ニードル弁の開度）を「１．７５」として、上記と同様に減圧空間が１００Ｐ
ａ以下に到達するまでゆっくり減圧を行ったところ、減圧に要した時間は１２．０秒であ
った。なお、搬送用フィルムＦ，Ｆ’に振動は観察されなかった。
【００５９】
＜実施例５＞
　真空引きの流路上に減圧速度制御手段を介在させ、前記スピードコントローラのニード
ル回転数（ニードル弁の開度）を「２」として、上記と同様に減圧空間が１００Ｐａ以下
に到達するまでゆっくり減圧を行ったところ、減圧に要した時間は１０．９秒であった。
なお、搬送用フィルムＦ，Ｆ’に振動は観察されなかった。
【００６０】
＜実施例６＞
　真空引きの流路上に減圧速度制御手段を介在させ、前記スピードコントローラのニード
ル回転数（ニードル弁の開度）を「２．５」として、上記と同様に減圧空間が１００Ｐａ
以下に到達するまでゆっくり減圧を行ったところ、減圧に要した時間は１０．６秒であっ
た。なお、搬送用フィルムＦ，Ｆ’に振動は観察されなかった。
【００６１】
＜比較例１＞
　これらに対して、減圧速度制御手段を介在させない場合（従来法）、減圧空間が１００
Ｐａ以下に到達するのに６．１秒を要した。なお、減圧空間に気流（風）が巻き起こるた
め、搬送用フィルムＦ，Ｆ’が上下に振動し、ワークＷが所定の位置からずれる現象が観
察された。
【００６２】
　上記各実施例の製造条件によれば、真空引きによるタイムロスを最小限に抑えつつ、排
気の気流に起因する搬送用フィルムの振動の発生を防止すことができた。したがって、フ
ィルム－基板積層体を、不具合なく、効率的に安定して製造することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明の真空積層方法は、回路基板と、基板間の絶縁に用いられる樹脂フィルムとを、
正確に積層することが可能で、ビルドアップ基板やＬＥＤ等の発光素子を実装した基板等
、厚みの精度が求められる製品の製造に適する。
【符号の説明】
【００６４】
　２０　真空一体化装置
　５０　減圧速度制御手段
　Ｆ，Ｆ’　搬送用フィルム
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　Ｐ　真空ポンプ
　Ｗ　ワーク
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